
固
定
資
産
税
課
税
台
帳

の
閲
覧
に
つ
い
て

高
齢
者
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
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平
成
28
年
度
に
高
齢
者
肺
炎
球

菌
予
防
接
種
の
対
象
に
な
る
方

は
、
次
の
年
齢
の
方
で
す
。

　
対
象
の
方
に
は
4
月
上
旬
に
個

別
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　
説
明
文
書
を
必
ず
読
ん
だ
上
で
、

接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
同
封
の

予
診
票
（
び
わ
色
の
用
紙
）
を
使

用
し
て
接
種
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
予
診
票
を
な
く
さ
れ
た
方
は
再

発
行
が
で
き
ま
す
。
問
い
合
わ
せ

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
平
成
28
年
度
対
象
者

　
過
去
に
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
を
接
種
し
た
こ
と
が
無
く
、

次
の
生
年
月
日
の
方

▼
自
己
負
担
額
　

　
2
，
0
0
0
円

※
生
活
保
護
受
給
者
は
、
接
種
前

の
申
請
で
無
料
に
な
り
ま
す
。

▼
そ
の
他

※
接
種
時
点
に
60
歳
〜
64
歳
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
1
級
の
方
も
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
助
成
を
利
用
で
き
る
の
は
「
対

象
の
年
に
1
回
の
み
」
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
　

　
ほ
け
ん
福
祉
課

　（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

8
9
3

－

3
8
1
1

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
7

－
2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
9

－
2
1
1
4

　
町
で
は
、
障
害
の
あ
る
人
の
社

会
参
加
を
促
進
し
、
活
動
範
囲
を

広
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
福
祉

タ
ク
シ
ー
・
ガ
ソ
リ
ン
チ
ケ
ッ
ト

交
付
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
28
年
度
分
の
福
祉
タ
ク

シ
ー
・
ガ
ソ
リ
ン
チ
ケ
ッ
ト
は
4

月
1
日
（
金
）
か
ら
交
付
し
ま
す

の
で
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
。）、

対
象
に
な
る
方
は
申
請
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
代
理
の
方
で
も
結
構
で
す
。

▼
対
象
者

　
い
の
町
に
住
所
を
有
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
在
宅
で
生

活
を
す
る
方

⑴
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
お
り
、

　
①
視
覚
障
害
及
び
下
肢
障
害
も

し
く
は
体
幹
障
害
の
障
害
等

級
が
1
級
か
ら
3
級
の
方

　
②
上
肢
障
害
及
び
内
部
障
害
の

障
害
等
級
が
1
級
の
方

※
複
数
障
害
が
あ
る
場
合
は
個
別

の
等
級
で
見
ま
す
。

⑵
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
お

り
、
障
害
の
程
度
が
A
1
、
A
2

の
方

⑶
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
お
り
、
障
害
の
程

度
が
1
級
の
方

▼
交
付
場
所

　
ほ
け
ん
福
祉
課

　（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　
各
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
町
民
課

　
各
出
張
所

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
該
当
す
る
障
害
者
手
帳
、
印
鑑

▼
金
額
と
枚
数

　
年
間
1
5
，
0
0
0
円

　（
1
枚
5
0
0
円
　
計
30
枚
）

※
年
度
途
中
で
新
た
に
当
制
度
の

対
象
と
な
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、

対
象
と
な
っ
た
月
に
応
じ
て
次
の

枚
数
を
交
付
し
ま
す
。

◇
4
〜
6
月
／
30
枚

（
1
5
，
0
0
0
円
）

◇
7
〜
9
月
／
24
枚

（
1
2
，
0
0
0
円
）

◇
10
〜
12
月
／
18
枚

（
9
，
0
0
0
円
）

◇
1
〜
3
月
／
12
枚

（
6
，
0
0
0
円
）

▼
注
意
事
項

・
交
付
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
タ

ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
か
ガ
ソ
リ
ン
チ

ケ
ッ
ト
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
す
。

・
ガ
ソ
リ
ン
チ
ケ
ッ
ト
は
、
本
人

名
義
及
び
同
一
生
計
者
名
義
の
自

家
用
自
動
車
な
ど
を
介
護
者
が
当

該
対
象
者
の
移
動
手
段
と
し
て
使

用
す
る
場
合
も
対
象
と
な
り
ま

す
。

・
チ
ケ
ッ
ト
を
紛
失
し
た
場
合
は
、

再
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
な
く

さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
在
宅
の
方
の
み
対
象
で
す
。（
施

設
に
入
所
し
て
い
る
、
病
院
に
入

院
し
て
い
る
な
ど
の
場
合
は
対
象

外
）

■
問
い
合
わ
せ

　
ほ
け
ん
福
祉
課

　（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

8
9
3

－

3
8
1
0

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
7

－

2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
9

－

2
1
1
4

　
産
業
競
争
力
強
化
法
に
基
づ
く

「
創
業
支
援
事
業
計
画
」
が
、
国

の
認
定
を
受
け
た
場
合
、
国
の

様
々
な
支
援
策
を
活
用
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
関
係
機
関
と
連
携
し
、

地
域
に
お
け
る
創
業
の
促
進
を
目

的
と
し
た
「
創
業
支
援
事
業
計
画
」

を
策
定
し
、
国
の
認
定
を
受
け
ま

し
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築
、

資
金
調
達
な
ど
創
業
に
必
要
と
な

る
要
素
に
応
じ
て
、
関
係
機
関
の

強
み
を
い
か
し
た
適
切
な
創
業
支

援
の
提
供
を
行
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　

　
産
業
経
済
課8

9
3

－

1
1
1
5

お
知
ら
せ

い
の
町
福
祉
タ
ク
シ
ー
・

ガ
ソ
リ
ン
チ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

創
業
支
援
事
業
計
画
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

町
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
申
告
書
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

　
納
税
義
務
者
が
所
有
す
る
固
定

資
産
に
つ
い
て
、
課
税
台
帳
に
記

載
さ
れ
た
事
項
を
確
認
で
き
る
制

度
で
す
。

　
納
税
通
知
書
発
送
時
に
同
封
す

る
課
税
明
細
書
に
よ
り
、
ご
自
分

の
資
産
に
対
す
る
課
税
内
容
を
確

認
で
き
ま
す
が
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
閲
覧
や
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
証
明
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
閲
覧
制
度
に
つ
い
て
は
、

借
地
人
・
借
家
人
な
ど
の
賃
借
権

な
ど
を
有
す
る
方
も
対
象
で
す

が
、
借
地
人
な
ど
で
あ
る
方
に
つ

い
て
は
そ
の
賃
借
権
な
ど
を
有
す

る
土
地
に
つ
い
て
、
借
家
人
な
ど

で
あ
る
方
に
つ
い
て
は
そ
の
賃
借

権
な
ど
を
有
す
る
家
屋
及
び
そ
の

敷
地
で
あ
る
土
地
に
つ
い
て
の
み
、

閲
覧
又
は
証
明
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
閲
覧
期
間

　
随
時
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

8
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

▼
閲
覧
で
き
る
方

　
納
税
義
務
者
、
納
税
管
理
人
及

び
代
理
権
を
有
す
る
代
理
人
、
借

地
人
・
借
家
人
な
ど

▼
閲
覧
場
所

　
町
民
課

　
各
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

▼
記
載
事
項

・
土
地
（
所
有
者
の
氏
名
、
所
在
、

地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
額
な
ど
）

・
家
屋
（
所
有
者
の
氏
名
、
所
在
、

家
屋
番
号
、種
類
、構
造
、床
面
積
、

価
額
な
ど
）

▼
閲
覧
手
数
料
　
3
0
0
円

（
た
だ
し
、
納
税
義
務
者
に
つ
い

て
は
縦
覧
期
間
中
は
無
料
で
す
。）

▼
閲
覧
に
必
要
な
も
の

　
納
税
通
知
書
又
は
課
税
明
細
書

　
こ
れ
ら
の
書
類
が
無
い
場
合

は
、
印
鑑
、
運
転
免
許
証
、
保
険

証
な
ど
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
。

な
お
、
代
理
人
の
場
合
は
、
こ
の

ほ
か
に
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
借
地
人
・
借
家
人
な
ど
に
つ
い

て
は
、
別
途
賃
貸
借
契
約
書
・
領

収
書
な
ど
の
書
類
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課

8
9
3

－

1
1
1
7

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
7

－

2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
9

－

2
1
1
2

　
納
税
者
が
所
有
す
る
土
地
・
家

屋
の
評
価
額
を
、
町
内
の
ほ
か
の

土
地
・
家
屋
と
比
較
し
、
適
正
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
　
4
月
1
日
（
金
）

〜
5
月
2
日
（
月
）

（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

　
8
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

▼
縦
覧
で
き
る
方

　
納
税
者
、
納
税
管
理
人
及
び
代

理
権
を
有
す
る
代
理
人

※
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
て

も
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
方
は
、
縦
覧
資
格
が
あ
り
ま

せ
ん
。
な
お
、
自
己
の
土
地
・
家

屋
の
価
額
と
他
の
土
地
・
家
屋
の

価
額
を
比
較
す
る
目
的
以
外
は
、

縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

▼
縦
覧
場
所

　
町
民
課

　
各
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

▼
記
載
事
項

・
土
地（
所
在
、地
番
、地
目
、地
積
、

価
額
）

・
家
屋（
所
在
、家
屋
番
号
、種
類
、

構
造
、
床
面
積
、
価
額
）

▼
縦
覧
手
数
料
　
　
無
料

▼
縦
覧
に
必
要
な
も
の

　
納
税
通
知
書
又
は
課
税
明
細
書

　
こ
れ
ら
の
書
類
が
無
い
場
合

は
、
印
鑑
（
法
人
の
場
合
は
会
社

印
又
は
代
表
者
印
）、
運
転
免
許

証
、
保
険
証
な
ど
本
人
を
確
認
で

き
る
も
の
。
な
お
、
代
理
人
の
場

合
は
、
こ
の
ほ
か
に
委
任
状
が
必

要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課

8
9
3

－

1
1
1
7

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
7

－

2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
9

－

2
1
1
2

　
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
で

減
免
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
4
月

22
日
（
金
）
ま
で
に
減
免
申
請
書

を
町
民
課
、
各
総
合
支
所
住
民
福

祉
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
納
税
さ
れ
た
場
合
、
減
免
申

請
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課

8
9
3

－

1
1
1
7

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
7

－

2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
9

－

2
1
1
2

　
所
得
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い

方
を
対
象
に
、
昨
年
度
ま
で
は
町

県
民
税
簡
易
申
告
書
・
国
民
健
康

保
険
税
申
告
書
・
介
護
保
険
料
申

告
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
年
度
は
お
送
り
し
ま
せ
ん
。
な

お
対
象
と
な
る
方
（
未
申
告
者
、

1
月
2
日
以
降
の
転
入
者
な
ど
）

に
は
別
途
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

申
告
を
さ
れ
な
い
と
、
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
措
置
な
ど
が
適
用

さ
れ
ず
、
ご
本
人
に
不
利
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
町
民
課

8
9
3

－

1
1
1
7

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
7

－

2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

8
6
9

－

2
1
1
2

お
知
ら
せ

固
定
資
産
税
課
税
台
帳

の
縦
覧
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

平成28年度対象者
昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生
昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生
昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生
昭和11年4月2日～昭和12年4月1日生
昭和 6年4月2日～昭和 7年4月1日生
大正15年4月2日～昭和 2年4月1日生
大正10年4月2日～大正11年4月1日生
大正 5年4月2日～大正 6年4月1日生

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る

生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
の

固
定
資
産
税
減
免
申
請
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

講
座
・
教
室

募
集

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

講
座
・
教
室

募
集


